
３－２．特徴的な再生可能エネルギー地域ビジネス事例
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特徴的な地域ビジネス事例（1/4）

産業・公共部門向けに太陽光オンサイト発電事業等を
行う新会社として、九州電力㈱100％出資で㈱キューデ
ン・エコソルを設立。

顧客の敷地内に、太陽光発電設備を設置し、それを
サービス提供会社が所有することで、設備費・施工・保
守・運転管理にかかるトータルコストを、10年から20年
程度の契約期間において、毎月定額（エネルギーサー
ビス料金）で支払う。

官庁や電力会社への手続き等もサービス提供会社が
実施するため、初期投資や初期申請手続き、保守・運
転管理作業が不要となる。

発電した電力は、全量顧客に提供となり、電力料金の
削減も含めたグリーン価値も顧客が保有。

１）オンサイト発電（㈱キューデン・エコソル）

顧客のイニシャルコスト及び保守・管理作業を不要
とする新たなビジネス形態。

（地域主導型）

太陽光発電の設備を購入するのではなく、太陽光に
よって発電された「電気」を購入する、新しいサービス。

契約先の建物にネクストエナジー㈱の管理する設備を
設置し、同設備が発電した自然エネルギー由来の電力
を顧客が使う。設置所有に伴う「設備投資、設置費、メ
ンテナンス費」ではなく、顧客は「サービス料金（≒電力
料金）」を支払う。発電したグリーン電力の全てが顧客
に帰属するので、自家消費後、余剰電力があれば売電
し、顧客の収益となる。

中古パネルや安価なパネルを自社検査して品質を管理。
設備メンテナンスや環境価値移転にも対応し、 「グリー
ンエネルギーサービス」を事業化している。

２）グリーン電力供給サービス（ネクストエナジー・アンド・リソース㈱）

同社管理設備から発電された「グリーン電力」を購
入。「電気の種類を選ぶ」を実現する新サービス。

（地域主導型）
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特徴的な地域ビジネス事例（2/4）

市民からの出資を元に、風力発電や太陽光発電等を
設置。風車のタワーには出資者の名前が記載される。

2001年に第一号市民風車「はまかぜ」ちゃんを、北海
道浜頓別（はまとんべつ）町に建設。現在、全国で計12
基の市民風車を運転。

市民風車の取組によって、地域に存在する未利用な自
然エネルギーを地域住民の手で地域のために活かす
事業であり、持続可能な社会形成に貢献する。

自然エネルギー市民ファンドによる基本スキームは下
記のとおり。

４）市民出資による風力発電事業（㈱市民風力発電）

訴求性が高く、市民の意識啓発や地域活性化に寄
与。

（ＮＰＯ主導型）

３）地域企業による風力発電（㈱ウインドパワーいばらき）

「ウィンドパワーつくば」、「ウィンドパワー日立化成」、
「ウィンドパワーはさき」に加え、今回「ウィンドパワーか
みす」で洋上風力を導入。

「ウィンドパワーかみす」は、護岸から外海へ50mの所
に建設。外海への建設だったため、音波探査による海
底面調査から始めた。海底面に直径3.5mのモノパイル
を打設し、風車を設置した。

「ウィンドパワーかみす」は国内の洋上風力のパイオニ
アとして、資金的・技術的な課題は多かったが、洋上設
置であるため、騒音・振動等マイナスイメージを抱かれ
にくいというメリットがあった。

地元企業が、漁業関係者へ十分な時間を割いて説明
し、関係者と調整した。

地域企業として地域活性化に貢献。丁寧な説明
により周辺住民や漁業関係者の理解を得る。

（地域主導型）
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特徴的な地域ビジネス事例（3/4）

農業用水路に潜在している未利用エネルギーを活用し
て水力発電を行い、土地改良施設の電源を確保。

発電による収益から、発電設備の保守管理（流下して
来る塵芥への対応等）費用を賄うとともに、土地改良区
の組合員の費用負担を軽減。

国営事業等による大規模施設では、水の管理が行き
届いている。

ただし、農業用水であるため、水利権として認められて
いるが、発電用の水利権としては新規に取得する必要
がある。

５）農業用水発電（栃木県那須野ヶ原土地改良区連合）

農業用水の未利用ポテンシャルを活用して発電
事業を創出し、組合員の負担軽減等に貢献。

（地域主導型）

６）皆瀬地域地熱井長期噴出試験（湯沢市）

緑の分権改革事業により、皆瀬（みなせ）地域地熱井
長期噴出試験及び周辺影響調査を実施中。

3ヶ月間の長期噴出試験を行い、噴出能力と還元能力
の安定性を確認する。また、その試験中及び前後に、
周辺の温泉井4ヶ所で泉温、pH、化学成分流量等の調
査を実施して、温泉の利用に支障がないことを確認し
ている。

周辺地域への影響を綿密に調査。温泉・地元住民
との連携・協力関係を構築。

（自治体主導型）
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特徴的な地域ビジネス事例（4/4）

おひさまエネルギーファンド3号(株)による市民レベルの
出資に加え、金融機関からの融資等による資金調達。

グリーン熱証書の一貫発行（オンサイト熱供給によるグ
リーン熱の精算、グリーン熱証書の認証取得、販売ま
で）を行うビジネスモデルの確立とそのための基盤整備
を行う。

利用はペレットボイラー、チップボイラーなど熱の自家消
費が主。

７）市民ファンド（おひさまエネルギーファンド3号㈱）

グリーン熱証書化により、採算性確保を目指す。

（NPO主導型）

盛岡信用金庫などと三者合弁で、事業所や家庭向け
の環境設備ファンド会社を設立。

省エネルギーと自然エネルギーの導入普及を目指し、
導入プロジェクトの開発・設計、技術の選定と調達・工
事のアレンジ、導入資金の調達、設備の運用・保守な
どを、地元業者へ発注し実施する。

盛岡信用金庫の融資を核に、個人からの出資等を資
金源とし、ユーザーとなる建物に設備投資を行う。長
期のサービス料金にて投資を回収

８）導入普及・促進事業（環境エネルギー普及㈱）

金融機関が間接融資で参画する点で、従来にな
いビジネスモデルを構築。

（地域主導型）
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